
 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
同
意

し
た
。 

 

な
お
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
こ
の
同
意
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
八
日 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所
長  

小 
 

原 
 

辰 
 

男 

事

業

主

体 
地

区

名 

事

業

名 

北
広
島
町 

大
島
田 

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
事
業 

北
広
島
町 

大
島
田 

暗
渠
排
水
事
業 

 


